
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車とは 
道路交通法上、自転車は軽車両に分類されています。 

また、自転車のうち、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、 

他の車両（リヤカー等）を牽引していないものを普通自転車といいます。 

【道路交通法第 63 条の３】 

 

  

車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両を牽
引していないもの 

・長さ 190cm以内及び幅 60cm以内 
・四輪以下の自転車 
・側車をつけていない（補助輪は側車ではない。） 
・運転席が一つで、それ以外の乗車装置がない。（幼児用座席は除く。） 
・ブレーキが走行中簡単に操作できる位置にある。 
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。 
                     【規第９条の２の２】 

上記以外の「自転車」 

はじめに 自転車安全利用五則 


